
南幌町議会基本条例 

 

 

（前文） 

南幌町議会（以下「議会」という。）として、地方自治体議会のほぼ半数で議

会基本条例が制定されている中、議会として南幌町議会議員（以下「議員」とい

う。）の成り手不足や高齢化を鑑み、町の将来を見据えて議会の役割を明記し、

町民から負託された期待に応えるため、本条例を制定するものである。 

議会は、南幌町長（以下「町長」という。）とともに、二つの代表機関が異な

る特性を活かして、南幌町民（以下「町民」という。）の意思の反映と持続可能

な町民福祉を遂行する責務を負っている。 

地方分権時代により、地方自治体の役割と自己決定の範囲責任が拡大し、町民

の行政需要が増大する中で、議会は議会活動に関する様々な情報を積極的に発

信し、これを町民と共有し、ともに多くの町民の町政への参画を推進することに

より、町民により身近で開かれた議論の場としての役割の強化及び充実に努め

なければならない。 

町民から直接選挙で選ばれた議員による合議制の機関であり、二元代表制の

一翼である議会は、行政の監視機関、意思決定機関及び立法機関としての責任と

役割を果たすことが使命である。 

議会の使命を達成するために、議会及び議員の活動原則をこの条例に定め、最

良の意思決定を行うことにより、町民生活の安全・安心と町民福祉の向上に努め

るものである。 

あわせて、公正性と透明性の確保と議会で審議された取り組みの流れを明記

して残し、情報の公開、政策活動等への多様な町民参加の推進、議員間の積極的

な自由討議の展開、町長等執行機関との緊張感の維持、議員の資質の向上及び議

会活動を支える体制の整備等を定めることにより、町民に開かれた議会、町民参

加を推進する議会及び町民に身近な信頼される議会を目指し、町民との協働の

もと、まちづくりを推進するものである。 

ここに、議会は、町民から負託された期待に応えるため、自ら議会改革を推し

進め、議会の機能をさらに高めていくことを決意し、豊かなまちづくりと町民福

祉の向上のため、不断の努力を続ける。 

 

第１章 目的 

 （目的） 

第１条 この条例は、議会及び議員が担うべき基本的事項を定め、議会の活性化

を図り、町民の負託に応えられる議会の実現を目指すことを目的とする。 



 

  第２章 議会・議員の活動原則、政治倫理 

 （議会の活動原則）        

第２条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚

し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不

断に推進する議会を目指して活動する。 

２ 議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの

認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、この条例

をふまえて別に定める南幌町議会会議規則（平成１４年議会規則第１号）の内

容を継続的に見直すものとする。 

３ 議長は、別に定める南幌町議会傍聴規則（昭和５７年議会規則第１号）に定

める町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を

提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。 

４ 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理

由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。 

 （議員の活動原則） 

第３条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十

分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。 

２ 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確

に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑚によって、町民の信託に

応える活動をするものとする。 

３ 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して

活動しなければならない。 

（議員の政治倫理） 

第４条 議会は、南幌町議会議員政治倫理条例（平成２５年南幌町条例第２３号）

に基づき、議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者及び特別職に属

する地方公務員としての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を

不正に行使しない。 

 

 

   第３章 町民と議会の関係 

 （町民参加及び町民との連携）     

第５条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対す

る説明責任を十分に果たさなければならない。 

２ 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、

議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会



の活動に参加できるような措置を講じるものとする。 

３ 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及

び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討

議に反映させるものとする。 

４ 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審

議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。 

５ 議会は、町民、町民団体、ＮＰＯ等との意見交換の場を多様に設けて、議会

及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。 

６ 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の

活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとす

る。 

７ 議会は、必要と認めたとき、町民及び関係団体から議会運営等に関する要望、

提言その他の意見を聴取し、議会運営に反映させることができる。 

８ 議会は、前７項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席の

もとに町民に対する議会報告懇談会を議会が設定する日のほか、町民の要望

に応え開催し、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民

の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。 

 

   第４章 町長と議会の関係 

（町長等と議会及び議員の関係） 

第６条 議会と町長は、それぞれの特性を活かし、相互の緊張関係を保ちながら、

政策をめぐる論点・争点を明確にする議論を深め、よりよい意思決定を導くよ

うに努める。 

２ 議会及び議員は、一般質問において一問一答方式を実施することによって、

論点・争点を明確にし、町民に分かりやすい質問となるよう努める。 

３ 議長から本会議、常任委員会及び特別委員会等への出席を要請された町長

その他の執行機関の長並びに副町長及び教育長は、議員の質疑及び質問に対

して、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。 

（議会への重要政策等の説明） 

第７条 議会は、町長が提案する重要な政策等について、議会審議における論点

を整理し、その政策水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる事項を明らか

にするよう求めるものとする。 

(１) 政策提案の根拠 

(２) 提案に至るまでに検討した他の政策の是非を含めたその経緯 

(３) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討 

(４) 町民参加の実施の有無とその内容 



(５) 総合計画との整合性 

(６) 関係法令、条例等 

(７) 財源措置 

(８) 将来にわたるコスト計算と政策効果 

２ 議会は、前項に掲げる政策等の提案を審議するに当たって、立案及び執行に

おける論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する

審議に努めるものとする。 

（予算及び決算における説明資料の作成) 

第８条 議会は、予算及び決算を審議するに当たっては、前条第１項の規定に準

じて、施策別又は事業別のわかりやすい説明資料の作成を町長に求めるもの

とする。 

 

第５章 自由討議の拡大 

 （自由討議による合意形成） 

第９条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議員相互間の

討議を中心に運営する。 

２ 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長

提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由

討議により議論を尽くして合意形成に努める。 

３ 議員は、前２項による議員相互間の自由討議を拡大し、政策、条例、意見等

の議案の提出を積極的に行うよう努める。 

（委員会の活動） 

第１０条 議会は、委員会の運営に当たって、議案等の審査及びその所管に属す

る事務調査の充実を図り、それぞれの設置目的に応じた役割を果たすよう活

動を行う。 

２ 委員長は、自由討議による合意形成に努め、委員会で議論を尽くす中で報告

書を作成し、報告に当たっては、論点・争点等を明確にして、質疑に対する答

弁を行う。 

（開かれた活動的な議会の推進） 

第１１条 議会は、町政の諸課題に柔軟かつ迅速に対応するため、常任委員会、

特別委員会等の適正な運営と連携により機動力を高め、開かれた活動的な議

会を推進する。 

（提言者組織の設置） 

第１２条 議会は、町民参加と町民意見等の反映を図り、開かれた議会及び民主

的な議会運営等を推進する。 

２ 前項に関し必要な事項は、議長が別に定める。 



 

 

   第６章 政務活動費 

 （政務活動費の交付、公開、報告） 

第１３条 政務活動費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行される

よう、別に定める南幌町議会政務活動費の交付に関する条例（平成２４年南幌

町条例第２８号）に基づき議員個人に対して交付するものとし、調査研究を実

施する場合は、議長に対して届出書を提出するものとする。 

２ 政務活動費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支

出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、町民等から疑義が

生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、証

拠書類等を公開することにより透明性を確保するものとする。 

 

第７章 議会改革の推進 

 （交流及び連携の推進） 

第１４条 議会は、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等

を行うために、他の自治体議会との交流及び連携を推進するものとする。 

 

  第８章 議会・議会事務局の体制整備 

（提言者の協力） 

第１５条 議会及び議会事務局は、広く英知を結集して活動をするため、町内外

から自主的な提言者を募り、その協力を得ることができる。 

２ 提言者の氏名は公開し、その協力活動は原則として無償とする。 

３ 前２項のほか、提言者に関する必要な事項は、議長が別に定める。 

 （議会図書室の設置、公開） 

第１６条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町

民、町職員の利用に供するものとする。 

 （議会事務局の体制整備）   

第１７条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事

務局の調査・法務機能を積極的に強化する。 

（議員研修の充実強化） 

第１８条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修

の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとす

る。 

２ 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等と

の議員研修会を積極的に開催するものとする。 



（議会広報の充実） 

第１９条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に

対して周知するよう努めるものとする。 

２ 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、

多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。 

 

   第９章 議員の身分・待遇 

（議員定数） 

第２０条 議員定数は、町政の現状と課題、将来予測等を十分に考慮し、議会の

審議能力と町民意思の適正な反映を確保するなど、総合的な観点から、南幌町

議会議員の定数を定める条例（平成１４年南幌町条例第３０号）で定めるもの

とする。 

（議員報酬） 

第２１条 議員報酬は、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来

予測等を踏まえ、町政における議員の活動、役割、責務等を十分に考慮し、南

幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成４年南幌町条例

第１号）で定めるものとする。 

 

第１０章 議会で取り組む危機管理 

（危機管理） 

第２２条 議会は、災害等の緊急の事態から町民の生命、身体及び財産並びに生

活の平穏を守るため、総合的かつ機能的な活動が図られるよう、町長等と協力

し、危機管理体制の整備に努めるものとする。 

２ 議長は、災害等の不測の事態に備え、議員による協議または調整を行うため

の組織を設置する。 

３ 議会は、災害等の不測の事態が発生した時は、その状況を調査し町民の意見

等を的確に把握するとともに、必要に応じ町長に対し、提案等を行うものとす

る。 

４ 議員は、災害等の不測の事態が発生した時は、次のとおり対応するものとす 

る。 

(１) 連絡体制を確立するため、議長へ自らの安否と所在を連絡する。 

(２) 地域における町民の安全の確保、避難所への誘導または避難所に対す

る支援を行うなど、地域の一員として共助の取組が円滑に行われるよう

努める。 

(３) 地域における被災状況、町民の要望等の情報収集に努め、必要に応じ議 

長に報告する。 



 

第１１章 最高規範性及び見直し 

（最高規範性） 

第２３条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣

旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。 

２ 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて

制定される条例、規則等を順守し、議会を運営しなければならない。 

３ 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始

後速やかに、この条例の研修を行うものとする。 

（見直し） 

第２４条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを委員会等にお

いて検証し、町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の改正を含め

て適切な措置を講ずるものとする。 

 

 

   附 則 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


